
一般財団法人愛媛社会保険協会会費規程 

 

第１条 この法人の定款第３３条の規定に基づく会費は、別表のとおりとする。 

第２条 会費は、健康保険又は厚生年金保険の被保険者数（以下「被保険者数」と

いう。）により算定した額とする。 

２ 前項の被保険者数は、毎年２月１日現在の数とする。ただし、新たに会員とな

った者は、入会の日における被保険者数によるものとする。 

第３条 入会又は退会したときは、その日の属する年度の会費は、これを納付す 

るものとする。 

第４条 会費は、毎年６月末日までに納付するものとする。ただし、新たに会員 

となった者は、入会の日の翌月末日までに納付するものとする。 

第５条 会員が退会したときは、納付した会費は返還しない。 

 

 附 則 

この規程は、一般財団法人へ移行の登記の日、平成２５年４月１日から施行する。 

 

 

  別 表 

被 保 険 者 数 会 費（年額） 

     １人から     ９人まで      ３，５００円 

    １０人から    １９人まで      ４，６００円 

    ２０人から    ２９人まで      ６，３００円 

    ３０人から    ４９人まで      ８，２００円 

    ５０人から    ９９人まで     １０，９００円 

   １００人から   ２９９人まで     １４，４００円 

   ３００人から   ４９９人まで     １８，５００円 

   ５００人から   ９９９人まで     ２４，６００円 

 １,０００人から  １,９９９人まで     ３１，６００円 

 ２,０００人以上     ４４，８００円 

 


